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１ これまでの検討結果まとめ

休日における大会等に参加する場合は、平日
部活動の例外活動とし部活動顧問（教員）が引
率指導を行う。

※年間指導日数に制限を設ける。

地域での活動の場は部活動ではなく

生徒の「居場所づくり」

・令和８年９月から地域展開スタート

・民間の事業者へ委託する

・休日から始める（長期休暇中の休日を含む）

※平日の部活動はこれまでどおり

・活動日は年間を通した休日の活動とする。

・土日のうち１日は休養日とする。

・活動時間は土日祝日は３時間程度、複数校集
まっての交流試合などやむを得ない場合は、午前
３時間、午後３時間程度を目安に１日練習を認め
る。（長期休暇中も同様。）

・お盆休み、年末年始は休養日とする。

クラブ設置単位は

単独校地域クラブ

＋ 

合同の地域クラブ

（単独校での設置が難しい場合）

・少人数で活動可能な種目設定とし、気軽に取
り組めるよう多様な種目から選定する。

・地域クラブはスポーツ文化芸術活動ともに、
１クラブ当たり１０人以上とする。

・上限人数の設定は設けず活動場所や指導者の
人数などから柔軟に対応する。

地域クラブの活動場所・使用備品等は、

原則学校施設及び学校備品を使用する。

受益者負担金は2,000円/月程度

経済的困難を抱える家庭に対し、

受益者負担金の負担軽減について検討

指導員は１クラブ当たり最低２名設置

統括コーディネーターを含め最大３人を上限

参加人数によって以下を目安に柔軟に対応する。

スポーツ活動（団体・個人）：

参加者10～12人に対して指導者１人

文化芸術活動：参加者5～8人に対して指導者１人
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２ アンケート調査の結果について（種目の選定）

令和7年6月に、小学5年生・6年生および中学1年生を対象として、地域クラブで希望する種目に関するアンケートを実施しました。
集計結果を以下に示します。

（単位：人）

２

※ 人数の分布に応じ色付け
※ 既存の部活動種目と比較すると「バドミントン」「ダンス」「写真」が追加され、「造形」「家庭科」が対象から外れます。
※ 写真クラブは撮影技術の習得・実践、編集・加工、発表・展示、座学や鑑賞、校外活動当たりが活動内容として想定されます。

春木中学校 東郷中学校 諸輪中学校 春木中学校 東郷中学校 諸輪中学校

種目

軟式野球 28 26 13 0 1 0

ソフトボール 3 3 0 8 2 0

サッカー 47 19 20 2 0 0

ソフトテニス 13 13 4 8 7 4

陸上 13 6 3 6 1 6

バレーボール 12 2 1 28 9 4

バスケットボール 17 10 0 31 33 12

卓球 16 20 2 15 10 0

剣道 9 7 4 3 1 0

バドミントン 9 4 3 12 10 5

ダンス 2 2 1 27 30 6

吹奏楽 2 0 0 17 24 6

美術・イラスト 4 3 2 26 12 12

写真 2 2 0 12 7 2

計 177 117 53 195 147 57

男子 女子



参加人数・クラブ数 指導員数

№ 種目 春中 東中 諸中 春中 東中 諸中

1 軟式野球（男子） 28 26 13 2 2 2

2 ソフトボール（女子） 8 2 0 2

3 サッカー（男子） 47 19 20 2 2 2

4 ソフトテニス（男子） 13 13 4 2 2

5 ソフトテニス（女子） 8 7 4 2

6 陸上（男子） 13 6 3 2

7 陸上（女子） 6 1 6 2

8 バレーボール（男子） 12 2 1 2

9 バレーボール（女子） 28 9 4 2 2

10 バスケットボール（男子） 17 10 2 2

11 バスケットボール（女子） 31 33 12 2 2 2

12 卓球（男子） 16 20 2 2 2

13 卓球（女子） 15 10 2 2

14 剣道（男女） 12 8 4 2

15 バドミントン（男子） 9 4 3 2

16 バドミントン（女子） 12 10 5 2 2

17 ダンス（男女） 29 32 7 2 2

18 吹奏楽（男女） 19 24 6 2or3 2or3

19 美術・イラスト（男女） 30 15 14 2 2 2

20 写真（男女） 14 9 2 2

参加人数計
クラブ数計

367 260 110 32 22 18

16 11 9 計72人

地域クラブ 種目別参加人数・指導員数

３

既存の学校部活動

№ 春木中学校 東郷中学校 諸輪中学校

1 軟式野球 軟式野球 軟式野球

2 ソフトボール

3 サッカー サッカー

4 ソフトテニス（男子） ソフトテニス（男子） ソフトテニス（男子）

5 ソフトテニス（女子） ソフトテニス（女子） ソフトテニス（女子）

6 陸上競技 トレーニング

7

8 バレーボール（男子）

9 バレーボール（女子） バレーボール（女子） バレーボール（女子）

10 バスケットボール(男子)

11 バスケットボール(女子) バスケットボール(女子)

12 卓球（男子） 卓球（男子） 卓球（男子）

13 卓球（女子） 卓球（女子）

14 剣道 剣道

15

16

17

18 吹奏楽 吹奏楽 吹奏楽

19 造形 美術 美術

20 家庭科

部活
数

運動部 13部活 運動部 10部活 運動部 5部活

文化部 3部活 文化部 2部活 文化部 2部活

バドミントン
ダ ン ス
写 真⊕

造 形
家 庭 科⊖

… 拠点校(仮)

「参考：令和6年会議資料（6年6月）」



３ 地域クラブ活動における教員の兼職兼業に関する方針 

１．背景と目的

部活動の地域展開及び地域連携が進む中で、地域団体等において教員が指導者として関わる事例が増加しており、

本町においても教員が民間事業者に指導者として雇用され、指導を行うケースが想定されます。

これを受け、指導を希望する教員等が兼職兼業により令和8年9月から運営予定の地域クラブの業務に従事できるよう仕組みを整備する必要があります。

２．教員アンケート（抜粋）

問7 休日の教師指導の学校部活動
が廃止され、部活動の受け皿とし
て、地域団体での活動となった場
合、どのように地域と関わります
か。

(「地域」とは「東郷町」のこと)
(問３で、「している」を選択した
教職員のみ回答）

選択項目 回答数

兼職兼業を活用して、指導者として関わり
たい

11

土日の大会や練習試合にだけは関わりたい 3

休日に地域の活動には関わりたくない 38

その他（記述意見） 6

教員意見

払われるお金次第による

関わる気はあまりないが、人がいないならやる

校務分掌などの兼ね合いによる。

連日夜遅くまで仕事があるのに、休日まで働いたら一体いつ休めと
いうのでしょうか

条件次第では関わりたい（企業委託の賃金でやる）

手当や活動母体(自分の所属校がメイン)によって検討する

記述意見

３．兼職兼業の基本的な考え方

地方公務員である公立学校の教員等（常勤・非常勤を問わず、事務職員等を含む）については、以下の要件をすべて満たす場合に、兼職兼業を行うことが
可能です。
・当該教職員が希望していること
・地方公務員法第38条および教育公務員特例法第17条等の規定に基づくこと
・教育委員会（町教育委員会）の許可を得ること

４



５．今後の対応方針

・県通知に沿った許可基準に基づき、町教育委員会として統一的な判断基準を設ける。

・近隣自治体とも連携を図り、運用の差が生じないよう調整を進める。

６．留意事項

・教員の勤務負担を増やすことなく、地域展開を円滑に進めることが重要。

・兼職兼業はあくまで「教職員本人の希望」・「健康確保」・「公務への支障がないこと」が前提条件である。

（参考）

○ 【県教育委員会事務局長 令和７年６月６日付け事務連絡】

部活動の地域・地域連携における兼職・兼業等に係るＦＡＱ

○ 【文部科学省 令和５年１月30日付け事務連絡】

公立学校の教師等が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業について（手引き）

教員が地域団体等に雇用されて地域クラブ活動に関わる場合、以下のような時間管理・健康管理の観点から判断を行う。

⑴ 健康確保の目安

教員の心身の健康を確保する観点から、

→ 「時間外在校等時間」と「地域団体での労働時間」の合計が月45時間以内であることが望ましい。

⑵ 法定労働時間超過の上限

以下の条件を満たさない場合は、兼職兼業の許可を出さない。

学校における「労働時間（時間外在校等時間含む）」と、地域クラブ活動における「労働時間」の合計が、

→ 単月で100時間未満であること

→ 複数月平均で80時間以内であること

※時間外在校等時間（いわゆる時間外勤務や部活動指導時間）を含めて通算する。

４．兼職兼業の許可に関する新たな基準

５



４ 中学校部活動の地域展開の方向性について

１．背景

先の議題にもありましたように、これまで教員の兼職兼業については、「時間外在校等時間」と「地域クラブで従事した時間」を合算し、

45時間以内とする前提で検討を進めてきましたが、この条件では地域クラブに教員が関わることがほぼ困難な状況でした。

令和7年6月6日付けの県教育委員会事務局長通知においては、本人の希望や本務への支障の有無を確認した上で、単月100時間未満、複数月

平均80時間以内であれば兼職兼業を認めることが示されました。

これを踏まえ、各学校に対して教員の部活動（地域クラブ）および大会参加への関わり方について、中学校長や部活動顧問から意見を収集

を行いました。これまでは教員の大会への関与が不可欠であるとの前提で進められてきましたが、働き方改革の観点から教員の負担が依然

として懸念されていることが聞き取りにより明らかとなり、教員の負担軽減と生徒の成長機会の確保を両立させるための新たな運営モデル

の構築が求められます。

そこで、兼職・兼業の条件も踏まえ、部活動（地域クラブ）および大会参加への関わり方について改めて検討を行い、対応案を2案に絞って

提案いたします。

２．本町が目指す地域展開

➢ 生徒の成長機会の確保と休日の多様な活動の提供

➢ 教員の働き方改革を推進し、教員の本来業務である授業や学校運営に専念できる環境整備

６



メリット

多様な人材の活用による持続可能な地域クラブ運営

教員の休日業務軽減が明確

地域クラブ加入者のみが大会出場可能で新種目も参加可能

教員兼職兼業者への報酬支払いによるモチベーション向上

デメリット

地域クラブへの加入・会費が必須となるため保護者負担増

平日部活動との指導方針の共通理解が必要

メリット

教員による継続的な指導で安全・教育面の配慮が行き届く

保護者からの安心感と信頼性が高い

デメリット

教員の働き方改革が限定的

兼職兼業以外の報酬がなく持続可能性に課題

平日部活動との指導方針共通理解が必要

３．大会参加の方法と教員負担軽減の比較

４．まとめ（提案事項）

教員の働き方改革を促進し、多様な人材を活用しながら持続可能で将来的に自立した地域クラブを創設するため、案1を提案します。
併せて受益者負担金について3,000円程度を上限に近隣と比較した上で、合理的な額の設定を検討します。
教員の休日部活動負担軽減を図り、学校教育の一層の充実を目指します。

項 目 案１ 案２

大 会 参 加 の

位 置 づ け

大 会：地域クラブ

練習(試合)：地域クラブ

大 会：学校部活動

練習(試合)：地域クラブ

指 導 体 制
地域クラブ指導者が全ての大会に

引率・指導

教員が全ての大会に引率・指導練

習(試合)は地域クラブ

教 員 の 負 担 なし(希望者のみ兼職兼業) 大会のみ引率で従来型から軽減

出 場 資 格
地域クラブ加入者のみ

(部活動加入のみでは出場不可)

学校部活動加入者

（地域クラブのみでは不可）

保 護 者 の 負 担
地域クラブ加入費用が必要

(月額2,000円～)
無料(地域クラブへの加入不要)

合同チーム参加
可能

(大会要項により判断)

拠点校部活動として参加

(大会要項により判断)

教 員 の

モチベーション

兼職兼業を希望する教員・土日部

活動を負担に感じる教員は向上

負担軽減が限定的で多くの教員は

低下

教 育 的 観 点
教育的配慮は指導者の力量に依存

兼職兼業の希望教員の参加で向上

教育的指導・生徒理解に優れた教

育的配慮が可能

概 算 見 積 金 額
169,428,820円（３年間）

総事業費222,413,620円(３年間)

131,296,440円（３年間）

総事業費184,281,240円(３年間)

案1

案2

７

総事業費から算出される受益者負担金（負担割合1/2）
案1）222,413,620円×1/3×1/2×1/700×1/12≒4,400円（参考月額）
案2）184,281,240円×1/3×1/2×1/700×1/12≒3,600円（参考月額）



５ 国の動向について（資料抜粋）

令和7年5月、スポーツ庁および文化庁は、「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」の

最終とりまとめを踏まえ、今後の具体的な方策等を検討するため、「部活動の地域展開・地域クラブ活動の推

進等に関する調査研究協力者会議」を設置しました。

本会議においては、以下の項目を中心に検討が進められています。

◼ 地域クラブ活動の要件および認定方法について

◼ 地域クラブ活動に係る費用負担の在り方について

◼ 「学校部活動および新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」（令和4年12月）の

見直しについて

国が公開している本会議に関する資料の一部を抜粋し、現在の検討状況について共有いたします。

８



９
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令和６年度
検討事項

月 地域に向けた準備

4

5

6
令和６年度第1回

中学校部活動地域移行検討委員会

第１回 

中学校部活動「地域」とは

東郷町中学校部活動検討委員会について

今後のスケジュールについて

種目の選定決定方法について

アンケート調査の実施について

7 アンケート調査(児童生徒及び保護者)

8

9

10 アンケート調査（児童生徒）

第２回

アンケート調査の結果報告（生徒と保護者のニーズについて）

活動を行う種目、活動内容について

活動時間、休養日等について

指導者の配置人数基準について

第１回で出た課題の検討

11
令和６年度第２回

中学校部活動地域移行検討委員会

12 アンケート調査（常勤教員）

1

2
令和６年度第３回

中学校部活動地域移行検討委員会
第３回 

教員アンケート調査の結果について

今後の中学校部活動について

国の動向について

第２回で出た課題の検討
3

６ 東郷町中学校部活動地域展開検討委員会スケジュール案

15



令和７年度
検討事項（目安）

月 中学校部活動地域展開

4

第１回

令和６年度第３回で出た課題の検討

・ 地域クラブの種目選定基準について

・ 指導員の配置基準について

活動場所及び活動に必要な備品について

受益者負担及び生活困窮世帯の減免基準の設定について

５
令和７年度第1回

中学校部活動地域移行検討委員会

６ アンケートの実施（中学1年生・小学5・6年生）

７

８

９

10

令和７年度第2回

中学校部活動地域展開検討委員会

保護者あて通知発出

予算要望

第２回

□ アンケート調査の結果について（種目の選定）

□ 地域クラブ活動における教員の兼職兼業に関する方針

□ 中学校部活動の地域展開の方向性について

11
令和７年度第３回

中学校部活動地域展開検討委員会
第３回

□ ガイドライン（案）について

□ 第2回で出た課題の検討
12

１

２
令和７年度第４回

中学校部活動地域展開検討委員会
第４回

□ プロポーザルの仕様書（案）について

□ 新年度における生徒への募集案内について

□ 実施に向けた調整・準備

□ 第3回で出た課題の検討３ 保護者説明会（１回目）

16



令和８年度
検討事項（目安）

月 中学校部活動地域展開

4
生徒への募集案内

業者選定（プロポーザル）
第１回

□ 生徒への募集案内の結果報告

□ 業者選定（プロポーザル）の結果報告

□ 学校との連携

□ 相談窓口等体制の整備

５

６
令和８年度第1回

中学校部活動地域展開検討委員会

７ 令和８年度第2回

中学校部活動地域展開検討委員会

保護者説明会（２回目）

第２回
□ 実施に向けた調整・準備

□ 第１回で出た課題の検討
８

９ 中学校部活動の「地域展開」 開始

10

第３回

□ 地域展開後の課題について

□ 生徒、保護者及び教員の部活動に対する意見の確認について

□ 第２回で出た課題の検討
11

令和８年度第３回

中学校部活動地域展開検討委員会
12

１ 生徒、保護者及び教員アンケートの実施

第４回

□ 地域展開後の課題について

□ 生徒の部活動に対する意見結果について

□ 第３回で出た課題の検討

２
令和８年度第４回

中学校部活動地域展開検討委員会
３
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